
基本問題専門調査会運営規則の一部改正について（案）

平成１９年１１月２９日

基本問題専門調査会

基本問題専門調査会運営規則（平成１３年５月１４日基本問題専門調査会決定）の

一部を次のように改正する。

第４条第１項に次のただし書を加える。

ただし、会長は、調査会の議題等により必要があると認めるときは、調査会委

員の過半数が出席しない場合であっても、調査会を開くことができる。

第４条第２項に次のただし書を加える。

ただし、前項ただし書により開かれた調査会においては、議決することはでき

ない。



基本問題専門調査会運営規則新旧対照表

改 正 案 現 行

（議事） （議事）

第４条 調査会は、会長が出席し、か 第４条 調査会は、会長が出席し、か

つ、調査会委員の過半数が出席しな つ、調査会委員の過半数が出席しな

ければ、調査会を開くことはできな ければ、調査会を開くことはできな

い。ただし、会長は、調査会の議題 い。

、等により必要があると認めるときは

調査会委員の過半数が出席しない場

合であっても、調査会を開くことが

できる。

２ 議事は、出席した調査会委員の過 ２ 議事は、出席した調査会委員の過

半数をもって決し、可否同数の場合 半数をもって決し、可否同数の場合

には、会長の決するところによる。 には、会長の決するところによる。

ただし、前項ただし書により開かれ

た調査会においては、議決すること

はできない。


